
 

 

令和元年（2019 年）９月 11日 
長野県健康福祉部食品・生活衛生課 

【後編】の日程を更新しましたのでお知らせします。 

 

平成 30 年６月 13 日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布され、経過措置期間も

含め令和３年６月頃までには HACCP に沿った衛生管理に関する内容が施行される予定です。

HACCP に沿った衛生管理の制度の枠組みの中で、一定の規模以上の食品等事業者は「HACCP

に基づく衛生管理」（コーデックスの HACCP７原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する

原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う方法）の遵守が求められます。 

このたび長野県では、円滑に「HACCP に基づく衛生管理」の導入を進めるために、コーデ

ック HACCP の基礎的な知識を身につけることを目的として、研修会を開催します。 

 

１ 受講対象者 

「HACCP に基づく衛生管理」※（コーデックス HACCP の７原則に基づく衛生管理）の

導入を検討又は導入を進めている食品等事業者 

 

※一の事業所において、食品の製造又は加工に従事する者の総数が 50 名以上の事業者の皆さまに取り組んでいただ

く方向で検討が進められています（飲食店や併設された店舗での小売販売のみを目的とする場合などは除く）。 

なお、小規模事業者や飲食店などの皆さまは、「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」（各業界団体が作成する

手引書を参考に簡略化されたアプローチによる衛生管理）による対応が可能であり、今回の研修内容とは異なります。 

 

２ 研修内容、開催日時及び場所 

研修は以下のとおり前編と後編に分けて開催しますので、HACCP の導入状況に応じてご

参加ください。 

 

【前編】HACCP の手順 1～手順 6 を中心とした講義、机上演習及び個別相談会 

【後編】HACCP の手順 7～手順 12 を中心とした講義、机上演習及び個別相談会 

（個別相談は各施設 20 分程度） 

 

開催日時及び場所等の詳細は別表をご覧ください。 

 

３ 申し込み方法 

  ながの電子申請サービスまたは別紙受講申込書によりお申し込みください。 

 

【ながの電子申請サービス】 

https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3516（前編） 

https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3521（後編） 

 

４ その他 

  過去に開催した本研修の資料等はホームページをご覧ください。 
  http://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/kenko/shokuhin/shokuhin/shokuhin/haccp/haccp.html 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 長野県健康福祉部食品・生活衛生課  （担当：髙井、栁澤） 

 電話：（０２６）２３５－７１５５（直通）、（０２６）２３２－０１１１（内線 2657、2658） 

 FAX：（０２６）２３２－７２８８  E-mail： shokusei@pref.nagano.lg.jp 

https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3516
https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3521
http://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/kenko/shokuhin/shokuhin/shokuhin/haccp/haccp.html


（別表）開催日時及び場所等 

【前編】 

開催日 日程 場所 定員※ 申込期間 

令和元年 

７月 19日（金） 
10:00～ 

開会 

挨拶 

 

10:05～ 

講義 

机上演習 

 

12:00～ 

昼休憩 

 

13:00～ 

個別相談 

個別作業 

 

15:00 

閉会 

長野市保健所２Ｆ会議室Ａ・Ｂ 

（長野市若里６－６－１） 

各回 

10 施設 

～ 

15 施設 

 

１施設 

２名まで 

終了 

しました 

７月 22日（月） 
松本保健福祉事務所測定室・健康教育室 

（松本市大字島立 1020） 

７月 26日（金） 
飯田合同庁舎講堂 

（飯田市追手町２－678） 

７月 29日（月） 
長野保健福祉事務所３階 301～303会議室 

（長野市中御所岡田 98－１） 

７月 30日（火） 
上田合同庁舎講堂 

（上田市材木町１－２－６） 

11 月 18日（月） 
佐久合同庁舎 401号会議室 

（佐久市大字跡部 65－１） 

10月１日 

から 

10月 31日 

まで 

11 月 20日（水） 
長野市保健所２Ｆ会議室Ａ・Ｂ 

（長野市若里６－６－１） 

11 月 21日（木） 
松本保健福祉事務所測定室・健康教育室 

（松本市大字島立 1020） 

11 月 22日（金） 
飯山庁舎３階大会議室 

（飯山市大字静間 1340－１） 

11 月 26日（火） 
伊那合同庁舎講堂 

（伊那市荒井 3497） 

＜お申し込み方法＞ 

①ながの電子申請サービス（前編用） 

https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3516 

②別紙受講申込書 

 

【後編】 

開催日 日程 場所 定員※ 申込期間 

令和元年 

10 月 29日（火） 
前編と 

同じ 

長野県庁講堂 

（長野市大字南長野字幅下 692－２） 
各回 

40 施設 

１施設 

２名まで 

９月１日 

～ 

９月 30日 

令和２年 

２月 21日（金） 

松本合同庁舎講堂 

（松本市大字島立 1020） 

１月１日 

～ 

１月 31日 

＜お申し込み方法＞ 

①ながの電子申請サービス（後編用） 

https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3521 

②別紙受講申込書 

 

※定員を超えた場合は、HACCP の導入状況等を考慮して選考させていただきます。 

受講の可否及び受講の際の連絡事項等については、開催日２週間前を目処に、ご担当

者様あて電子メール又はＦＡＸにより連絡します。 

https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3516
https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=3521

